
●
消
費
税
増
税
実
施
の
延
期
を
求
め

る
陳
情 

 

国
の
借
金
を
次
世
代
に
先
送
り

し
な
い
た
め
に
も
健
全
化
へ
の
取

り
組
み
と
社
会
保
障
の
維
持
、
充
実

を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
、
審
査
の
結

果
、
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。 

 

久
保
田
か
ず
え
町
議
は
不
採
択

に
対
し
て
本
会
議
で
次
の
よ
う
に

反
対
討
論
を
し
ま
し
た
。 

 

「
増
税
に
な
れ
ば
、
中
小
業
者
を

含
め
消
費
者
の
家
計
支
出
が
増
え

る
こ
と
は
確
実
。
円
安
に
よ
っ
て
既

に
食
料
品
や
燃
油
の
値
上
げ
が
家

計
を
圧
迫
し
て
い
る
。 

 

負
担
増
は
、
国
保
税
な
ど
の
滞
納

に
繋
が
り
か
ね
な
い 

 

自
営
業
者
を
廃
業
、
倒
産
に
追
い

込
む
恐
れ
が
あ
り
、
消
費
税
増
税
は

延
期
す
べ
き
で
す
」
。 

   

石
木
ダ
ム
問
題
―
地
縁･

血
縁
を
通

じ
て
の
交
渉
は
憲
法
違
反 

堀
江
ひ
と
み
県
議
が
追
及 

  

日
本
共
産
党
の
堀
江
ひ
と
み
県

議
は
、
９
月
県
議
会
・
決
算
審
査
総

括
質
疑
で
、
石
木
ダ
ム
事
業
に
つ
い
て

質
問
し
ま
し
た
。 

 

堀
江
県
議
は
、
「
土
地
収
用
法
に

基
づ
く
事
業
認
定
の
告
示
を
う
け
、

強
制
収
用
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。 

ダ
ム
予
定
地
に
は
、
１
３
世
帯
約
６
０

人
の
日
々
の
く
ら
し
・
生
活
が
あ
る
。 

し
か
も
５
０
年
に
わ
た
っ
て
、
ダ
ム
は
不

要
と
反
対
の
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。

知
事
は
、
反
対
地
権
者
の
土
地
と
生

活
を
奪
っ
て
ダ
ム
建
設
を
進
め
る
の
で

す
か
」
と
知
事
の
見
解
を
求
め
ま
し

た
。 

 

中
村
法
道
県
知
事
は
、
「
石
木
ダ
ム

は
必
要
不
可
欠
。
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
に
誠
心
誠
意
努
力
し
た
い
。
強
制
収

用
の
考
え
は
現
時
点
で
は
な
い
」
と
答

弁
し
、
強
制
収
用
の
可
能
性
を
示
し
ま

し
た
。 

 

ま
た
、
堀
江
県
議
は
長
崎
新
聞
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
長
崎
県
土
木

部
河
川
課
企
画
監
が
「
（
反
対
地
権
者

に
対
し
）
地
縁
・
血
縁
を
通
じ
て
交
渉

す
る
」
と
発
言
し
た
こ
と
を
、
取
り
上

げ
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
ま
し
た
。 

 

「
地
縁
・
血
縁
を
通
じ
て
の
交
渉

は
、
公
権
力
を
持
つ
者
が
そ
れ
を
濫
用

し
て
、
県
民
の
意
思
決
定
に
公
然
と
圧

力
を
か
け
る
こ
と
で
す
。
県
民
の
人
格

と
基
本
的
人
権
を
踏
み
に
じ
る
憲
法

違
反
で
す
。
ま
た
、
地
縁
・
血
縁
を
通

じ
て
の
交
渉
は
、
長
崎
県
個
人
情
報
保

護
条
例
第
３
条
、
第
４
条
、
第
１
１
条

に
違
反
し
ま
す
。
『
違
反
行
為
を
す
る

べ
き
で
は
な
い
。
や
め
よ
』
」
と
、
中
止
を

求
め
ま
し
た
。 

 

村
井
土
木
部
長
は
、
「
法
令
・
条
例

違
反
は
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
、
答
弁
し
ま

し
た
。 

       
 

                         

                                

                           

   
久
保
田
町
議 

要
介
護
者
の
住
宅
改
修
や
福
祉

用
具
購
入
に
対
し
て
受
領
委
任
払

方
式
に
改
善
さ
れ
た
。 

ま
た
、
介
護
認
定
者
の
障
害
者
控

除
も
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
者

全
員
に
郵
送
方
式
で
周
知
す
る
考

え
は
な
い
か
。 

介
護
保
険
の
納
入
通
知
書
と
一

緒
に
郵
送
で
き
な
い
か
尋
ね
ま
す
。 

    

久
保
田
町
議 

今
回
の
参
議
院
選
挙
の
投
票
率

は
、
戦
後
最
悪
と
な
り
、
本
町
の
投

票
率
は
県
の
平
均
を
下
回
っ
た
。
投

票
率
を
上
げ
る
た
め
の
対
策
を
尋

ね
る
。 

１
、
期
日
前
投
票
所
を
正
面
玄
関

の
近
く
に
設
定
で
き
な
い
か
。 

２
、
期
日
前
投
票
所
を
生
き
が
い

セ
ン
タ
ー
に
設
置
で
き
な
い
か
。 

 

３
、
期
日
前
投
票
の
項
目
か
ら
理

由
を
書
く
欄
を
削
除
で
き
な
い
か
。 

 

４
、
選
挙
広
報
誌
を
も
っ
と
早
く

配
布
で
き
な
い
か
。 

 

５
，
選
挙
当
日
の
放
送
は
、
肉
声

で
で
き
な
い
か
。 

   

町
長 要

介
護
者
の
住
宅
改
修
や
福
祉
用
具

購
入
に
つ
い
て
は
２
５
年
４
月
１
日
よ

り
償
還
払
い
か
受
領
委
任
払
か
を
選
択

可
能
に
し
た
。
障
害
者
控
除
に
つ
い
て
は

２
４
年
１
１
月
２
６
日
に
制
定
し
、
平
成

２
４
年
度
分
の
所
得
税
の
申
告
及
び
平

成
２
５
年
度
町
県
民
税
の
申
告
に
係
る

障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定
か
ら
適
用

し
て
い
る
。 

広
報
に
よ
る
周
知
で
毎
年
掲
載
し
て

い
く
。 

   

選
挙
管
理
委
員
長 

１
、
２
に
つ
い
て
、
選
挙
管
理
委
員
会

職
員
は
町
長
部
局
の
兼
務
職
員
で
あ
り
、

他
の
通
常
業
務
を
行
い
な
が
ら
対
応
し

て
い
る
の
で
役
場
以
外
の
場
所
に
変
更

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
変
更
す
る
考

え
は
な
い
。 

 

３
、
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
に
規

定
さ
れ
て
お
り
削
除
す
る
考
え
は
な
い
。 

 

４
、
に
つ
い
て
は
、
選
挙
広
報
誌
の
配

布
に
つ
い
て
は
、
「
投
票
日
の
２
日
前
ま

で
に
配
布
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。 

 

５
、
に
つ
い
て
は
、
投
票
日
当
日
全
て

肉
声
に
な
る
と
、
担
当
職
員
の
対
応
も
必

 

要
と
な
る
こ
と
か
ら
厳
し
い
。 

 

久
保
田
町
議 

職
員
の
方
た
ち
も
行
革
で
人
数

が
減
ら
さ
れ
大
変
な
こ
と
は
分
か

る
。
臨
機
応
変
な
対
応
を
求
め
ま

す
。 

 

９
月
議
会
に
２
件
の
請
願
と
１ 

 

件
の
陳
情
が
提
出 

 

●
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教

育
を
守
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
の
堅
持
を
求
め
る
請
願 

 

全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
、
関
係
省

庁
に
意
見
書
が
提
出
さ
れ
ま
す 

     

●
年
金
２
・
５
％
の
削
減
中
止
を
求

め
る
請
願 

 
将
来
世
代
に
負
担
を
先
送
り
し

な
い
た
め
や
む
お
得
な
い
と
、
審
査

の
結
果
不
採
択
。 

 

久
保
田
か
ず
え
議
員
は
、
「
こ
の

１
０
年
来
、
国
保
税
、
介
護
保
険
料

な
ど
上
が
り
続
け
て
い
る
。
年
金
は

高
齢
者
の
命
綱
。
年
金
削
減
は
地
域

経
済
に
影
響
を
与
え
、
町
の
税
収
減

に
繋
が
る
。
年
金
削
減
は
中
止
す
べ

き
」
と
、
不
採
択
に
本
会
議
で
反
対

討
論
を
し
ま
し
た
。 

 

介
護
認
定
者
の
障
害
者
控
除
の
郵
送
に
よ
る
徹
底
を 

投
票
率
を
上
げ
る
た
め
の
対
策
を 

 

 


